
公文書開示請求について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１　開示請求に係る相談 
　　・担当課が分かれば担当課に相談 

　　・不明な場合は総務課に相談

２　開示請求書提出 

・担当課に持参、郵送又は電子メールにて提出

３　請求書受付から１５日以内（期間延長有り）に

決定通知書送付 
（例）・公文書開示決定通知書 
　　　・公文書部分開示決定通知書 
　　　・公文書非開示決定通知書　

４　公文書の閲覧又は写しの交付

担当課又は総

務課対応

担当課対応

担当課対応

担当課対応

⑴決定内容に不服がある時

⑵審査請求 担当課対応

⑶弁明書作成・送付 担当課対応

⑸意見書作成・送付

担当課対応

担当課対応

⑷情報公開及び個人情報保護委員会諮問

⑹答申受領後、決定書送付 担当課対応


